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５．開発区域（法第 4条第 13項） 

開発行為を行う土地の区域をいう。 

一団の土地で開発行為を行う場合は開発区域に含めるものとし、以下のよう

に取り扱う。 

(1) 建築物の敷地と一体的に利用する場合 

建築物の建築等を行わない土地でも、建築物の敷地と一体的に利用する土

地で、申請者、施行業者又は土地所有者のいずれかが同一かつ、完了公告後

（②の場合は工事完了後）３年以内に開発行為が行われる場合は、開発区域に

含める。（図 1） 

 

① Ａ・Ｂ間に道路等があっても一体的に利用すると判断されれば、一体的な開

発とみなす。 

② Ａが許可を受けていない場合は、Ａ・Ｂ全体を開発区域として申請する。 

③ Ａが許可を受けている場合は、Ａ・Ｂ全体を一体的な開発として審査する

が、開発区域としてはＢのみで申請する。 
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５．開発区域（法第 4条第 13項） 

開発行為を行う土地の区域をいう。 

 （１）開発区域の判断基準 

一団の土地で開発行為を行う場合は開発区域に含めるものとし、以下のよう

に取り扱う。 

 ① 建築物の敷地と一体的に利用する場合 

 建築物の建築等を行わない土地でも、建築物の敷地と一体的に利用する土地

で、申請者、施行業者又は土地所有者のいずれかが同一かつ、完了公告後（イ

の場合は工事完了後）３年以内に開発行為が行われる場合は、開発区域に含

める。（図 1） 

 

ア Ａ・Ｂ間に道路等があっても一体的に利用すると判断されれば、一体的な開

発とみなす。 

イ Ａが許可を受けていない場合は、Ａ・Ｂ全体を開発区域として申請する。 

ウ Ａが許可を受けている場合は、Ａ・Ｂ全体を一体的な開発として審査するが、

開発区域としてはＢのみで申請する。 

 

 

図１ 省略 

図１ 省略 
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(2) 公共施設が一体として利用される場合 

道路、排水等公共施設が一体的に利用されるときで、申請者、施行業者

又は土地所有者のいずれかが同一かつ、完了公告後又は工事完了後３年以

内に行われる場合は一体的な開発とみなす。また、既存道路に接道させる

ための取付道路は道路管理者等により別途施工される場合を除き原則とし

て開発区域に含めるものとする。（図 3） 

 

(3) 開発区域が 2以上の区域にわたる場合 

① 開発区域が都市計画区域と都市計画区域外とにわたる場合で、これら

の区域にわたる部分の開発区域の面積がその区域の規制対象規模以上

であれば、開発区域全体が許可を要する（政令第 22 条の 3 第 1 項第 4

号）。 

② 開発区域が都市計画区域と都市計画区域外とにわたる場合で、開発区

域全体の面積が 1ha以上であれば開発区域全体が許可を要する（政令第

22 条の 3 第 1 項第 1 号及び第 2 項）。この場合、都市計画区域にわたる

部分については法第 29 条第 1 項許可を、都市計画区域外にわたる部分

については法第 29条第 2項許可をそれぞれ行う。（別々に申請→別々に

許可） 

③ 開発区域が２以上の区域にわたる場合で、開発許可権者が異なる場合

は、それぞれの区域の開発許可権者が開発区域全体を勘案して審査を行

うこととなるので、許可申請はそれぞれの開発許可権者に行う。この場

合、それぞれの開発許可権者は十分に連携をとって審査を行うととも

に、許可あるいは不許可を行う場合には同時に行う。 
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② 公共施設が一体として利用される場合 

道路、排水等公共施設が一体的に利用されるときで、申請者、施行業者又

は土地所有者のいずれかが同一かつ、完了公告後又は工事完了後３年以内

に行われる場合は一体的な開発とみなす。また、既存道路に接道させるた

めの取付道路は道路管理者等により別途施工される場合を除き原則として

開発区域に含めるものとする。（図 3） 

 

③ 開発区域が 2以上の区域にわたる場合 

ア 開発区域が都市計画区域と都市計画区域外とにわたる場合で、これら

の区域にわたる部分の開発区域の面積がその区域の規制対象規模以上で

あれば、開発区域全体が許可を要する（政令第 22条の 3第 1項第 4号）。 

イ 開発区域が都市計画区域と都市計画区域外とにわたる場合で、開発区

域全体の面積が 1ha 以上であれば開発区域全体が許可を要する（政令第

22 条の 3 第 1 項第 1 号及び第 2 項）。この場合、都市計画区域にわたる

部分については法第 29条第 1項許可を、都市計画区域外にわたる部分に

ついては法第 29 条第 2 項許可をそれぞれ行う。（別々に申請→別々に許

可） 

ウ 開発区域が２以上の区域にわたる場合で、開発許可権者が異なる場

合は、それぞれの区域の開発許可権者が開発区域全体を勘案して審査

を行うこととなるので、許可申請はそれぞれの開発許可権者に行う。

この場合、それぞれの開発許可権者は十分に連携をとって審査を行う

とともに、許可あるいは不許可を行う場合には同時に行う。 

図３ 省略 図３ 省略 
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(2) 開発行為の一体性の判断基準 

  開発事業者等が開発許可の対象となる規模を下回るように、意図的に開発地を分割したり、未利用地や農地を設けたり（残

したり）することは開発許可制度の趣旨にそぐわないため、以下に該当する場合は一体の開発行為として取り扱う。  

① 開発行為主体の同一性について 

  ア 申請者及び土地所有者について 

・隣り合う開発行為の主体が法人である場合は、役員等が重複又は親族である場合や、グループ企業又は関連会社である

場合は、同一であると判断する。 

・開発主体が個人である場合は、親族については同一であると判断する。 

・個人による開発行為と法人による開発行為が隣り合う場合には、法人の役員等に隣接の開発行為の事業者である個人や

その親族が含まれていれば同一として判断する。 

  イ 所有権移転について 

第三者に所有権移転がなされた場合も、３年前までの所有者に遡って同一であれば、所有者が同一とみなす。（図 4） 

図 4 

 

 

 

該当なし（右記内容

を新たに追加） 
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② 物理的位置関係による一体性について 

  本来一体とすべき開発区域の一部について、意図的に未利用地を設けたり、農地を残したりしていると見なされる場合は、

一体性があるものと判断し、これらの用地も開発区域に含める。  （図 5） 

図 5 
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を新たに追加） 


